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資 料 の 見 方 に つ い て  

● 対象施設の定義 

区が保有または借用している建物や土地に、特定の目的を持って設置しているものを「区有施

設」と呼んでいます。一つの建物に複数の施設を併設している場合もあり、また、道路、橋りょ

う、公園（公園施設として設けられる建築物を除く）、公衆便所等の小規模な施設を除く施設を

対象としています。 

● 基準日 

特に記載のない限り、金額や施設利用者数等は平成２２年度数値を、施設概要等は平成２４年

度末を基準時点としています。（ ※ 一部は今後の動向の記載をしています） 

● 人口 

掲載している人口は、特に記載のない限り、住民基本台帳の各年１０月１日の数値を掲載して

います。 

● 年の表記 

昭和から平成にかかるような長期間の比較を要する記述の際には、元号と西暦を併記していま

す。それ以外の本文では、元号を使用しています。例：昭和５６年（１９８１年） 

● データの出所 

作成に用いたデータは、特に記載のない限り「目黒区施設白書」を基にしています。 

● 本文中の（※）が付いている語句については、用語集に説明が掲載されています。 

● 施設稼働率（※）の算出 

特に記載のない限り、施設稼働率（※）を利用可能コマ数と利用コマ数から算出しています。利

用可能コマ数は、施設若しくは部屋ごとの１日当たりの貸出コマ数に年間運営日数をかけたもの

です。特定施設及び設備の保守などにより、実際の貸出コマ数とは異なる場合があります。 

● 減価償却の考え方 

建物の取得に要した金額を各年分の必要経費として配分するため、建物の取得価格を所得税法

別表に基づき減価償却し、施設の使用や経年による建物等の価値減少分をコストとみなしていま

す。 

● 端数処理 

掲載している数値及び金額は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計とは一致しない場

合があります。また、｢約」を付けずに表記している場合があります。 

● 決算額との関係について 

「トータルコスト」（※）とは、光熱水費など施設の維持管理に要する経費だけでなく、その施

設を運営していく上で必要な経費の総額を表したものです。 

職員の人件費については平均給与を加算していることや、建物の減価償却費を加算しています。

なお、各施設の事業費決算額とは異なります。 

● 複合施設内の用途別施設にかかるコスト（※） 

複合施設内の用途別施設については、光熱水費や施設管理委託等のコストを、複合施設全体の

延床面積から当該用途別施設が使用している延床面積により按分するなどして算出しています。 

従って、事業費決算額とは異なります。 
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● 建物総合評価 

建物状況については、個別に評価（建物総合評価（※））を行い、レーダーチャートによる各施

設の耐震安全性や老朽化状況を把握しています。 

建物総合評価（※）は、次の５項目の評価指標で各施設を評価します。  

評価項目と指標 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価指標 ３ ２ １ 

① 

耐震安全性 
現行の耐震基

準への適合 

問題なし 

（新耐震基準以降又は、

補強等を実施した建物）

対策を検討中 

 

 

対策が必要 

 

 
 

評価指標 ３ ２ １ 

② 

老朽化状況 
築年数による 

評価 

問題なし 

（築 20 年未満） 

老朽対策が必要 

（築 20 年以上 30 年未満） 

老朽化が進行している

（築 30 年以上） 

 

評価指標 ３ ２ １ 

③ 

バリアフリー対応状況 
対応済み 

(6 項目全て実施) 

一部未実施の項目が

ある 

(1 項目～5項目実施) 

対策が必要 

 

＜以下の項目に対応しているか＞ 

「エレベーター」「車いす使用者用トイレ」「スロープ」「自動ドア」「手すり」「点字ブロック」の６項目。 

ただし、「スロープ」については段差などの高低差がない場合、評価項目の対象外としている。 

※地区サービス事務所・区民住宅・高齢者福祉住宅・職員住宅の借上げ施設、防災備蓄倉庫、駐輪場につい 

ては対象外としている。 

※学校施設については「エレベーター」「車いす使用者用トイレ」「スロープ」「手すり」の４項目としている。 

評価指標 ３ ２ １ 

④ 

環境対応状況 
複数項目が対応済み 実施項目がある 対策が必要 

＜以下の項目に対応しているか＞ 

「自然エネルギー(太陽光発電等)」「自然エネルギー(治水)」「断熱（省エネ仕様 2007）」「省エネルギー」「緑

化」の５項目。 

※区民住宅・高齢者福祉住宅・職員住宅の借上げ施設については対象外としている。 
 

評価指標 ３ ２ １ 

⑤ 

維持管理費 

妥当 
（延床面積当たりの金

額が、同一用途施設ごと

の平均額の 1.4 倍未満）

比較対象施設が無い 
改善の可能性がある 

（平均額の 1.4 倍以上）

※維持管理費の評価指標として、同一用途施設ごとの平均値の 1.4 倍以上を用いている。 

※維持管理費＝光熱水費（電気・ガス・水道・燃料等）＋建物管理委託費（清掃費・警備費・機械保守費等）

＋各所修繕費（建物等の軽微な故障等に対する修繕）としている。 

 

① 耐震安全性：耐震診断、耐震補強の実施状況 

② 老朽化状況：築年数による評価 

③ バリアフリー対応状況：施設環境の実施状況 

④ 環境対応状況：太陽光発電の導入等の実施状況 

⑤ 維持管理費：光熱水費、建物管理委託費、各所修繕費

＜5指標での評価＞ 
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iv 
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【建物総合評価のパターン分類】 

建物総合評価（※）を次の４パターンに分類します。 

パターン分類する際は、「パターン①（耐震性・老朽化）」の評価指標の数値を最優先とし、②以

下の振分基準、②及び評価基準を踏まえ、優先性を判断していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

➣ パターン① 耐震性・老朽化 ≪優先１≫ 

振分基準：評価指標「①耐震安全性」が“1”（対策が必要) 

と評価された施設 

評価結果：耐震安全性が確保されていない、さらに老朽化 

が進行している施設 

 

 

➣ パターン② 老朽化 ≪優先２≫ 

振分基準：評価指標「②老朽化状況」が“1”と評価され  
     た施設 

評価結果：老朽化が進行している施設 

 

 

➣ パターン③ 今後老朽化 ≪優先３≫ 

振分基準：評価指標「②老朽化状況」が“2”と評価され 

た施設 

評価結果：今後、老朽化対策の検討が必要な施設 

 

 

➣ パターン④ バリアフリー（※）・環境対応 ≪優先４≫ 

振分基準：評価指標「③バリアフリー（※）対応状況」 

「④環境対応状況」のいずれかが“1” 

もしくは“2”と評価された施設 

評価結果：バリアフリー（※）化および環境対策が必要な施設 

 

➣ 問題なし  

振分基準：評価指標が全て“3”と評価された施設 

評価結果：現状、特に問題がない施設 

 

➣ 維持管理費（パターン①～④とは別個に評価） 

評価結果：維持管理費の床面積 1 ㎡当たり費用が、それ 

ぞれの用途施設別の平均値の 1.4 倍以上の施設 

 

 

 

 

 

 が、各パターンの
振分基準です 

各ﾊﾟﾀｰﾝのﾚｰﾀﾞｰﾁｬｰﾄは、振り
分けられた施設の内、最も評
価の低い施設のﾚｰﾀﾞｰﾁｬｰﾄを
表示しています。 
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第１章 区有施設を取り巻く現状と課題 

２ 

 

１ 区有施設の老朽化 

（１）保有する資産の現況 

目黒区の全ての建物の総延床面積は約５４．２万㎡あり、その内訳は、区が保有する区有建物

の延床面積が５２．２万㎡で、借り上げ建物の延床面積は２．０万㎡となっています。学校施設

が全体の約４３％を占めており、次いで、居住施設が約１１％となっています。 

 

■ 建物財産の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物の総延床面積 

54 万 2,549.55 ㎡ 

庁舎等
61,119.76
11.27%

区民施設
30,546.71
5.63%

居住施設
61,180.68
11.28%

児童施設
33,171.37
6.11%

福祉施設
47,443.99
8.74%

学校施設
231,400.00
42.65%

文化スポーツ施設
57,299.76
10.56%

公園等施設
9,617.64
1.77%

環境施設
6,996.00
1.29%

普通財産
3,773.64
0.70%



第１章 区有施設を取り巻く現状と課題 

３ 

（２）区有施設の築年別整備状況 

目黒区では、高度経済成長期（※）から、人口増加などに伴う区民ニーズや要望に的確に対応する

ために、また、法令等の目的に基づき、計画的に様々な施設の整備を進めてきました。 

昭和３０～４０年代に多くの施設が建築されたことで、現在築３０年以上を経過する施設が全

体の約１/３を占めており、学校施設などの老朽化が進行しています。 

今後、区有施設は一斉に更新時期（※）を迎えるため、中長期的な視点から計画的な対策が必要と

なります。 

このような問題は、全国的に自治体共通の課題となっています。 

 

■ 築年別整備状況 
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目黒区民
センター

東山
小学校

築56年

碑小学校
・目黒中央中学校

特別養護
老人ホーム
東山

区有建物延床面積

52.2万㎡

区有建物延床面積

52.2万㎡

区民1人当たり
2.03㎡／人

区民1人当たり
2.03㎡／人

5.2万㎡

築30年以上の
年間整備面積

平均：1.1万㎡
築30年未満の
年間整備面積
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13万2,118㎡（25％）
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学校を中心
とした整備

学校施設 普通財産 環境施設 公園等施設 居住施設

庁舎等 福祉施設 児童施設 文化スポーツ施設 区民施設

築３０年以上 30万8,854㎡（59％）
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新耐震基準：21万6,312㎡（41.4%）旧耐震基準：30万5,954㎡（58.6%）

築20年未満築20年～29年

8万1,293㎡
（16％）

築30年～39年

11万4,130㎡
（22％）

築40年～49年

14万3,603㎡
（27％）

築50年以上

5万1,121㎡
（10％）

（
年
度
）

目黒区
総合庁舎

目黒区民
センター

東山
小学校

築56年

碑小学校
・目黒中央中学校

特別養護
老人ホーム
東山

区有建物延床面積

52.2万㎡

区有建物延床面積

52.2万㎡

区民1人当たり
2.03㎡／人

区民1人当たり
2.03㎡／人

5.2万㎡

築30年以上の
年間整備面積

平均：1.1万㎡
築30年未満の
年間整備面積

平均：0.7万㎡

13万2,118㎡（25％）

7万9,986㎡ 5万2,132㎡

13万2,118㎡（25％）

7万9,986㎡ 5万2,132㎡

めぐろ区民
キャンパス
（2期施設）

学校を中心
とした整備

学校施設 普通財産 環境施設 公園等施設 居住施設

庁舎等 福祉施設 児童施設 文化スポーツ施設 区民施設

築３０年以上 30万8,854㎡（59％）



第１章 区有施設を取り巻く現状と課題 

４ 

 

２ 区の人口の推移と将来人口推計及び人口構造の変化 

（１）人口の推移 

目黒区の人口は、昭和２７年の２３万６６人から増加を続けましたが、昭和３８年の２９万３，

４４１人をピークに減少に転じました。年齢三区分別に比較をすると、年少人口（０～１４歳）

は昭和３８年の５万７，０９７人（１９．６％）から昭和４４年まで徐々に減少し、その後一旦

は増加したものの再度減少を続け、平成１１年には２万３，９２４人（１０．０％）まで減少し

ました。それ以降は微増傾向にあり、平成２４年には２万６，４１５人（１０．３％）となりま

した。 

生産年齢人口（１５～６４歳）は昭和３８年には２２万１，３５７人（７５．９％）で横ばい

傾向でしたが、その後減少傾向になり、平成１０年に１７万５，２７３人（７３．６％）まで減

少しました。その後は微増傾向にあり、平成２４年には１８万３９３人（７０．２％）となって

います。 

高齢者人口（６５歳以上）は、昭和３８年の１万３，１１４人（４．５％）から一貫して増加

を続け、昭和４８年には７％を超え高齢化社会に入り、平成５年には１４％を超えて高齢社会に

入りました。平成２４年には５万２９５人（１９．５％）となっています。全国や東京都と比べ

て高齢化率は多少低くはなっているものの、高齢化が進んでいると言えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：目黒区「区勢要覧」 
（昭和３８年から５０年は１月１日、昭和５１年以降は１０月１日における住民記録者数） 

※ 住民基本台帳法の改正に伴い、平成２４年７月９日から外国人住民のかたも住民基本台帳に記載され
るようになりましたが、経年比較のため上記では除いてあります。 

○年齢三区分別人口の推移 
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昭和 48 年 

20,029 人（7.1%）

昭和 38 年    293,441 人 

高齢者人口    13,114 人(4.5%) 

生産年齢人口 221,357 人(75.9%)

年少人口     57,097 人(19.6%)

生産年齢人口 

平成 5 年 

34,120 人（14.4%）

平成 11 年 

23,924 人（10.0%）

平成 24 年    257,103 人 

高齢者人口    50,295 人(19.5%) 

生産年齢人口 180,393 人(70.2%) 

年少人口     26,415 人(10.3%) 
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(２) 将来人口推計及び人口構造の変化 

区の総人口は平成２４年時点で約２５．７万人ですが、平成２５年３月にとりまとめた区の将

来人口推計（住民基本台帳を基に平成４７年まで推計）では、平成４７年には約２４．２万人ま

で減少すると推計しています。 

この人口推計をもとに、現在（平成２５年）から４０年後の平成６５年の人口を推計しました。 

その結果、平成６５年には総人口は約２１．６万人（約１５．９パーセント減）、年少人口（０

～１４歳）は約１．６万人（約３８パーセント減）、生産年齢人口（１５～６４歳）は約１１．６

万人（約３６パーセント減）までそれぞれ減少し、また、高齢者人口（６５歳以上）は約８．４

万人（約６７パーセント増）まで増加すると推計しました。 

 

区分 
平成 24 年 平成 47 年 平成 65 年 

総数 構成比 総数 構成比 総数 構成比 対24年人口比 対24年増減率

総 人 口 257,103 100 241,806 100 216,295 100 84.1% -15.9%

高 齢者人 口 50,295 19.5 61,639 25.5 83,976 38.8 167.0% 67.0%

生産年齢人口 180,393 70.2 160,506 66.4 115,948 53.6 64.3% -35.7%

年 少 人 口 26,415 10.3 19,661 8.1 16,371 7.6 62.0% -38.0%
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：「目黒区行政指標」（平成２５年３月）、「新たな長期ビジョン（仮称）論点整理」 

（平成２５年１１月）（東京都）により作成 
※ 住民基本台帳法の改正に伴い、平成２４年７月９日から外国人住民のかたも住民基本台帳に記載され

るようになりましたが、経年比較のため上記では除いてあります。 
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平成65年

216,295人

高齢者人口

生産年齢人口

年少人口

生産年齢人口

最大人口
平成24年

180,393人(70.2%)
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３ 今後の財政負担 

４０年間の将来人口推計で見た場合、将来は、生産年齢人口（※）が減少していきますので、納税

義務者が減っていくことが見込まれ、区の税収は減っていく見通しです。 

支出面では、人件費や公債費（借金の返済）など経常的な経費が高い状況にあることから、職

員定数の適正化や事務事業（※）の見直しに積極的に取り組んでいます。 

一方、現在の区有施設について、今後１０年間にかかる改修や建替えなどの更新経費の区の試

算は７１１億円、年間平均で７１．１億円となっています。これは、直近１０年間の投資的経費

（施設などを整備するための経費）の実績額の年間平均３９．６億円と比べた場合には、年間平

均で３１．５億円不足する見込みであり、今後の大きな財政負担となります。 

 

■ 今後１０年間の区有施設の将来における更新経費試算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(億円) 

年度 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 計 

建替え（改築） 0.15 18.75 23.22 8.03 11.53 0.00 0.00 12.61 43.46 35.82 153.57 

大規模改修 24.76 39.47 60.55 45.15 29.34 103.43 34.22 38.14 30.19 30.73 435.98 

計画修繕 5.34 13.80 16.86 7.97 12.00 11.47 9.39 12.89 8.08 24.00 121.80 

計 30.25 72.01 100.62 61.16 52.87 114.91 43.60 63.64 81.74 90.55 711.35 

● 区の試算の前提条件 

・ 建築物の耐用年数の仮定は、標準的な耐用年数（日本建築学会「建築物の耐久計画に関する考え方」）と

される６０年を採用する。 

・ 建築附属設備（電気設備、給排水設備、昇降機設備等）及び配管の耐用年数が概ね１５年であることか

ら、２回目の改修である建築後３０年で建築物の大規模改修（※）を行い、その後３０年で建替えると仮定

する。 

・ 建築時より５６年以上経過している施設については、大規模改修（※）は行わずに６０年を経過した年度に

建替えると仮定する。 

・ 施設の種類ごとに、耐用年数経過後に現在と同じ延床面積等で更新すると仮定し、延床面積等の数量に

更新単価を乗じることにより、試算の翌年度から１０年度分の更新費用を試算する。 

・ 施設の種類ごとの更新単価は、実施計画改定用の計画事業単価とする。 

・ 消費税については、更新費用に平成２６・２７年度は８％、平成２８年度以降は１０％を加味する。 
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平均 71.1 億円/年 

直近 10 年区有施設 
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平均 39.6 億円/年 
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【平成２６年度から４０年間の区有施設の将来における更新経費試算】 

今後の区有施設の更新経費について、総務省ホームページで公開されている公共施設等更新費用試

算ソフト（財団法人自治総合センターの「平成２２年度地方公共団体の財政分析等に関する調査研究

会」が開発したものを、財団法人地域総合整備財団が自治体ＰＦＩ／ＰＰＰ調査研究会における検討

結果を踏まえ改修したもの）を用いて、今後４０年間について試算しました。 
 

なお、この試算ソフトが今後４０年間という期間で更新経費を推計する考え方は、次のとおりです。 

● 建築物の耐用年数の仮定は、標準的な耐用年数（日本建築学会「建築物の耐久計画に関する考え

方」）とされる６０年を採用しています。また、建物附属設備（電気設備、給排水設備、昇降機

設備等）及び配管の耐用年数が概ね１５年であることから、附属設備の２回目の改修時期である

建設後３０年で建築物の大規模改修（※）を行うことになります。 

● このように、建築物の耐用年数６０年間の中で、大規模改修（※）を行う３０年という時期を超えな

いと更新経費の全体像が捉えられないため、３１年以上６０年までの期間で設定する必要があり

ます。その上で、将来の社会・経済状況の予測は長期になるほど難しくなり、５０年後、６０年

後と長期になるほど試算の精度が落ちてしまうため、今後４０年間と設定されています。 
 

試算の結果、区有施設に係る更新経費は、平成２６年度から平成６５年度まで４０年間で年間平均

７２．９億円となり、これは直近１０年間に区有施設の建替え（改築）や大規模改修（※）に要した投資

的経費の年間平均３９．６億円の約１．８倍となっています。 

平成２６年度からの１０年間では、年間平均９８．９億円と、約２．５倍にのぼります。この期間

に築後３０年を経過した建物の大規模改修（※）等の課題が集中する見込みです。なお、その後、建替え

（改築）のピークがあり、平成３６年度から４５年度までの１０年間では、年間平均７８．４億円と、

現状の約２倍の費用が必要になると予測されます。 

そのため、今後は直近１０年間だけではなく、平成３６年度以降に見込まれる建替え（改築）のピ

ークも見据え、既存施設の統廃合等を視野に入れるとともに、人口動態や区民ニーズに見合った区有

施設の適正化について検討していくことが重要です。 
 

■ 公共施設等更新費用試算ソフトによる区有施設の更新経費試算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画修繕 大規模改修 建替え（改築）
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● 公共施設等更新費用試算ソフトの試算条件 

区有施設約５２．２万㎡のうち、学校倉庫等の小規模な施設を除く約５１．４万㎡について、次の条件

により今後４０年間の試算をします。 

・ 建築物の耐用年数の仮定は、標準的な耐用年数（日本建築学会「建築物の耐久計画に関する考え方」）

とされる６０年を採用する。 

・ 建物附属設備（電気設備、給排水設備、昇降機設備等）及び配管の耐用年数が概ね１５年であることか

ら、２回目の改修である建設後３０年で建築物の大規模改修（※）を行い、その後３０年で建替えると仮定

する。 

・ 試算時点で、建設時からの経過年数が３１年以上５０年までの施設については、直近の１０年間で均等

に大規模改修（※）を行うと仮定して自動計算を行う。 

・ 建設時より５１年以上経過している施設については、大規模改修（※）は行わずに６０年を経過した年度に

建替える。 

・ 建替え（改築）は、設計、施工と複数年度に渡る経費がかかることを考慮し、６０年経過後３年間で均

等に建替え（改築）を行うと仮定して自動計算を行う。 

・ 大規模改修（※）は、設計、施工と複数年度に渡る経費がかかることを考慮し、３０年経過後２年間で均等

に大規模改修（※）を行うと仮定して自動計算を行う。 

・ 計画修繕については、今後１０年間の区有施設の将来における更新経費試算の計画修繕年平均１２．１

億円としている。 

・ 施設の種類ごとの更新単価は、実施計画改定用の計画事業単価とする。 

・ 消費税については、更新費用に平成２６・２７年度は８％、平成２８年度以降は１０％を加味する。 
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４ 課題解決に向けて 

今後、多くの施設が老朽化による大規模改修（※）や建替えの時期を一斉に迎えますが、古いもの

を建替えていくことは容易ではありません。少子高齢化で税収は伸び悩む一方、社会福祉費は年々

増加しているため、最近では、全国的にも、公共投資の予算は減少の一途をたどって来ているか

らです。 

このように、今ある施設を、このまま全て維持・管理していくことは、今後、大きな財政負担

になってしまいます。そのため、できるだけサービス水準を維持しながら、財政負担を軽くする

ための対策が必要であり、危機感を持って、区有施設のあり方について見直しを行っていくこと

が重要です。 

 

区有施設の老朽化  区の将来人口推計と人口構造の変化 今後の財政負担 

 今後、区有施設は一斉に更新時期

（※）を迎えるため、計画的な対策

が必要となります。 

 区有施設の延床面積は約５２．２

万㎡（区民１人当たり約２．０３

㎡）で、うち、約４３％を学校施

設が占めています。学校施設を含

めて、中長期的な視点から検討を

進める必要があります。 

  今後も、更なる高齢化が進み、年

少人口（※）や生産年齢人口（※）が減

少していくことにより、区有施設

に対する区民ニーズや要望は変化

していくと考えています。このた

め、時代のニーズに即した施設の

あり方などを検討する必要があり

ます。 

  現在の区有施設について、今後１

０年間にかかる改修や建替えなど

の更新経費の試算は約７１１億

円、年間平均で約７１．１億円と

なっています。 

 直近１０年間の投資的経費（施設

などを整備するための経費）の実

績額の年間平均約３９．６億円と

比べた場合には、年間平均で約３

１．５億円不足する見込みであり、

今後の大きな財政負担となりま

す。 

 

 

 

限られた資源の中で、できるだけサービス水準を維持しながら、財

政負担を減らすために、危機感を持って、区有施設のあり方について

見直しを行っていくことが重要です。 

なお、平成２６年度以降の取組につきましては、目黒区区有施設見直し有識者会議の意

見にある区有施設の長寿命化のルールづくりや、目黒区行革計画に留意点の一つとして掲

げている目黒区生活圏域整備計画の見直しの必要性を検証することから始めます。 

また、既に廃止等が決定している施設については、本見直しにかかわらず進めていきま

す。 

区有施設見直しの必要性 
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５ 区有施設見直しの進め方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 黒 区  

庁 内 検 討 会 議  

（平成２４年度） 

目黒区施設白書の発行

（平成２６年３月） 

目黒区区有施設見直し方針の策定 

目黒区施設白書への 

意見募集 

目黒区施設白書の 

区民説明会の意見  

区有施設利用者アンケート

区有施設見直しに関する 

区民アンケート 

目黒区 

区有施設見直し 

有識者会議 

 

 

● 施設整備の優先性の検証と統廃

合、施設の複合化など、全ての施

設の今後のあり方を明確化してい

く必要がある。 

● 今後も維持していく施設について

は、更新（大規模改修・建替え等）

経費の圧縮と、施設の長寿命化を

図っていく必要がある。 

● 区民ニーズの変化を踏まえなが

ら、区民サービスの質の向上やコ

スト削減などの総合的な観点か

ら、民間活力の活用による運営の

効率化等を一層図っていく必要が

ある。 

 

区有施設見直しの方向性 
 

 

● 利用状況や人口動態に合わせた集

約化や統廃合等 

 

 

● 建物のライフサイクルを通じた効

率化（長寿命化） 

 

 

● 建設方法・保有形態の見直しによ

る効率化 

 

 

● 使用・利用形態の見直し等による

効率的な利用 

 

施設の用途ごとに複数案を検討 

（平成２５年１２月） 

目黒区区有施設見直し方針案 

（中間のまとめ）
（平成２５年１２月） 

パブリックコメントの実施 


